
 
 
 
 

 

 

労働局長と県知事が「山梨県雇用対策協定」を締結 
           

 山梨労働局と山梨県は、国が推進する雇用施策と山梨県が推進する雇用、福祉、教育、

産業振興等の様々な雇用失業情勢の改善に向けた各種施策を、総合的、効果的かつ一体的

に実施するため、「山梨県雇用対策協定」を締結しましたので公表いたします。 

 なお、同協定に基づく平成２８年度事業計画は、雇用対策法施行規則第１３条の規定に

よる「雇用施策実施方針」に相当するものです。 

 同協定の締結により、これまで以上に山梨労働局と山梨県の日常的・継続的な連携を強

化していきます。 

 

※添付資料 

１．「山梨県雇用対策協定」について 

２．「山梨県雇用対策協定 平成 28 年度事業計画の概要」 

３．「山梨県雇用対策協定」 

４．「平成 28 年度山梨県雇用施策実施方針（山梨県雇用対策協定平成 28 年度事業計画）」 
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Press Release 

１ 地方自治体等との連携強化、Ｕ・Ｉ・Ｊターン   
  就職の推進 
２ 女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の    
   強化、働き方改革の実現 

３ 若者の活躍推進、非正規雇用労働者の正社員転      
  換・待遇改善の推進 

４ 高年齢者・障害者等の活躍促進 

５ 地域における良質な雇用の創出・人材育成等 

主な雇用施策 

山梨労働局（国） 山 梨 県 

 



山梨県雇用対策協定 締結式  

協定を取り交わす、能坂正徳労働局長（左）と、後藤斎県知事（右） 
平２８年４月１２日、山梨県庁 締結式会場 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「山梨県雇用対策協定」について 
平成28年4月12日 

雇用対策協定とは 
県と国が一体となって総合的に雇用対策に取り組むために 
県知事と労働局長が締結する協定 

全国の締結状況 ３１都道府県５５市４町１村にて締結（平成27年度末時点） 

締結の目的 

「県民の雇用の安定・向上を図る」ことを目的とし以下により推進 
① 県と国が連携・協力して重点的に取り組む課題の明確化・認識を共有 
② 課題解決のため、県と国が取り組む事項・連携して取り組む事項を明確化し、一  
 体的に実施 
③ 県と国との間で日常的・継続的に連絡調整を行う枠組みを新たに構築（運営協  
 議会を設置し、事業計画の進捗管理及び実績評価を行うなど確実な連携を図る） 

締結の効果 

これまでの「雇用施策実施方針」に代わり「事業計画」を策定 
① これまでの「雇用施策実施方針」は県知事の意見を聞いて労働局長が策定 
  （協定に基づく「事業計画」は県と国が共同で策定⇒知事の意見が反映されや 
  すくなる。）  
② 協定により県知事と労働局長は必要な要請を相互に行うことができ誠実に対応 
③ 新たに「運営協議会」を設置し、県と国の間で日常的・継続的な連携を強化 

県の実施する産業施策・福祉施策と国（労働局・ハローワーク）の全国ネットワークを
活かした雇用のセーフティネット機能とが、それぞれの強みを発揮しつつ連携すること
で相乗効果を生み住民サービスの向上を図る。 



山梨県雇用対策協定 平成28年度事業計画の概要 

山梨労働局 山梨県 

山梨県と山梨労働局は「山梨県雇用対策協定」を締結し、共同・連携のもと 
県民の雇用の安定及び向上に取り組んでまいります 

Ⅰ 地方自治体等との連携強化 
      U・I・J ターンの推進 

Ⅱ 女性の活躍推進・ひとり親 
     に対する就業対策の強化 

       働き方改革の実現 

Ⅲ 若者の活躍推進 
     非正規雇用労働者の正社員  
     転換・待遇改善の推進 

Ⅳ 高年齢者・障害者等の活躍 
     促進 

Ⅴ 地域における良質な雇用の 
     創出・ 人材育成等 

○ 一体的実施の推進 
 ・ 子育て世帯の就労支援を重点的に行う 
   新たな施設（やまなし・しごと・プラザサテ  
   ライト）を開設 
○ U・I・Jターン希望者に対するきめ細やかな 
     職業相談   

○ 一体的実施の推進 
 ・ やまなし・しごと・プラザの運営 
 ・ 子育て世帯の就労支援を重点的に行う新  
         たな施設（やまなし・しごと・プラザサテラ  
         イト）を開設 
○ やまなし暮らし支援センターにおけるU・I・J     
     ターン就職の促進 

○ 女性の活躍推進のための積極的取組の 
     推進 
○ ハローワーク甲府マザーズコーナーによる   
     就職支援 
○ 働き方・休み方の見直しに向けた取組の 
     推進   

○ 女性活躍推進法の普及啓発 
○ 山梨県母子家庭等就業・自立支援センター  
      による就職支援の実施 
○  ワーク・ライフ・バランス推進事業の実施 

○ 若者雇用促進法の着実な施行 
○ 山梨県正社員転換・待遇改善実現地域 
      プランに基づいた取組の推進   

○ ジョブカフェやまなしにおける就職支援の 
     実施 
○ 大学等と県内企業との就職情報交換会の     
     開催 

○ 企業等における高年齢者の雇用の推進 
○ 地域の関係機関と連携した多様な障害特 
     性に対応した就労促進   

○ 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事  
     業の実施 
○ 「障害者就業・生活支援センター」による就   
     労支援 

○ 県・関係機関との連携強化及び適切な受講 
      あっせんと就職支援の実施   

○ やまなしものづくり産業雇用創造プロジェ  

    クトによる雇用創出 





 

● 地方自治体等との連携強化、U・Ｉ・Ｊターン就職の促進 

          ● 女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の強化、働き方改革の実現 
                                     ● 若者の活躍推進、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の推進 

● 高年齢者・障害者等の活躍促進 
● 地域における良質な雇用の創出・人材育成等 

平成２８年度 

主な雇用施策 

山梨労働局 

地方自治体等との 
連携強化 

 
U・I・Jターン 
就職の促進 

若者の活躍推進 
 

非正規雇用労働者
の正社員転換・待
遇改善の推進 

 

高年齢者・障害者等
の活躍促進 

地域における良質な雇
用の創出・人材育成等 

                   雇用施策に関する数値目標 

山梨県 連携･協力 

◆企業等における高年齢者の雇用の促進 
◆シルバー人材センターの機能強化 
◆地域関係機関と連携した多様な障害特性に 
                          対応した就労促進 
◆「障害者就業・生活支援センター」 
                 との連携による職場定着の推進 
◆雇用率達成指導の強化 
◆障害者職業訓練の効果的な受講あっせん 

◆一体的実施の推進 
◆山梨県との連携・協力による情報共有、早期再就職支援 
◆「市町村連携型ふるさとハローワーク」における職業相談 
◆技術系人材確保・育成への支援 
◆Ｕ・Ｉ・Jターン希望者に対するきめ細かな相談援助 
◆地方創生加速化交付金を活用したＵ・Ｉ・Ｊターンの 
                            促進への協力 
 

◆やまなしものづくり産業雇用創造プロジェクトへの支援 
◆地域雇用開発助成金の周知 
◆福祉分野の人材確保に向けた支援策の実施 
◆人手不足分野における公共職業訓練等の拡充 
◆山梨県・訓練関係機関との連携強化及び適切な受講
あっせんと就職支援の実施 

 

◆やまなしものづくり産業雇用創造プロジェクトによる雇用創出 
◆雇用創出奨励金による雇用創出 
◆「地域雇用開発計画」による雇用機会の増大 
◆高等技術専門校及び就業支援センターにおける 
                              職業訓練の実施 
◆民間教育訓練機関等を活用した効果的な職業訓練の実施 

◆一体的実施の推進 
◆「技術系人材の確保・育成対策アクションプラン」の実施 
          ・産学官連携人材確保・育成推進会議の開催等 
◆やまなし暮らし支援センターにおけるU・I・Jターン就職の促進 
◆ジョブカフェブランチの実施 
◆ユースバンクやまなしによる情報提供 
◆地方創生加速化交付金を活用したＵ・Ｉ・Ｊターンの促進 
 

◆ジョブカフェやまなしにおける就職支援の実施 
◆就職面接会の開催 
◆就職情報サイトの運営 
◆大学等と県内企業との就職情報交換会の開催 
◆産業技術短期大学校（専門課程）及び高等技術 
            専門校（普通課程）における職業訓練の実施 
 

◆障害者雇用安定促進助成金の支給 
◆障害者委託訓練（実践トレーニングコース）の実施 
◆一般校を活用した障害者職業能力開発事業の実施 
◆障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の実施 
◆「障害者就業・生活支援センター」による就労支援 
◆障害者職業能力検定制度の導入 

女性の活躍推進・ひ
とり親に対する就業

対策の強化 
 

働き方改革の実現 

◆女性の活躍推進のための積極的取組の推進 
◆ハローワーク甲府マザーズコーナーによる就職支援 
◆家庭環境等に配慮した職業相談・職業紹介 
◆「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」の実施 

◆特定求職者雇用開発助成金、 トライアル雇用奨励金の活用 

◆男女が共に仕事と育児・介護を両立できる環境整備 
◆男性の育児休業制度取組促進 
◆一般事業主行動計画の策定、くるみん認定、 
            プラチナくるみん認定に向けた働きかけ 
◆妊娠、出産、育児休業･介護休業の取得等を理由とする      
  不利益取扱い防止 
◆働き方・休み方の見直しに向けた取組の促進 
 

 

◆やまなし・しごと・プラザサテライトによる就職支援の実施 
◆山梨県子育て就労支援センターによる就職支援の実施 
◆求職者支援訓練の受講者等に対する訓練手当の支給 
◆ワーク･ライフ･バランス推進事業の実施 
◆男性の子育て参加促進 
◆女性の再就職支援 
◆山梨県母子家庭等就業・自立支援センターによる就職支援   
   の実施 
◆女性活躍推進法の普及啓発 
 
 

◆若者雇用促進法にかかる着実な施行の取組 
◆新卒者の採用拡大と早期求人提出の要請の実施 
◆学卒ジョブサポーターによるきめ細かな就職支援 
◆「新卒者等就職・採用応援本部」を活用しての就職支援 
◆「ユースエール認定企業」の普及拡大 
◆就職面接会の開催 
◆新卒応援ハローワーク(ヤングハローワーク)での 
                        職業相談・職業紹介 
◆フリーターなどの就職支援、キャリアアップの促進 
◆ジョブ・カード制度の推進 
◆山梨県若者サポートステーションとの連携 
◆「山梨県正社員転換・待遇改善実現本部」の設置 
 
 
 

★職業安定行政における数値目標 
◎就職件数（常用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,497件以上 
◎求人充足件数（常用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,911件以上 
◎雇用保険受給資格者の早期再就職件数･･･ 3,325件以上  

★山梨県と共同で定める数値目標 
◎ジョブカフェにおける就職者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・1,100人以上  
◎山梨県求職者総合支援センターにおける就職者数･･････675人以上 
◎山梨県子育て就労支援センターにおける就職者数･･････225人以上 
◎やまなし・しごと・プラザサテライトにおける就職者数･････150人以上 
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